
Title 〔最高裁民訴事例研究二三八〕 代表取締役の職務執行停止及び職務
代行者選任の仮処分がされた場合にその本案訴訟において会社を代
表すべき者 (最高裁昭和五九年九月二八日第二小法廷判決)

Sub Title
Author 小池, 順一(Koike, Junichi)

民事訴訟法研究会(Minji soshoho kenkyukai)
Publisher 慶應義塾大学法学研究会

Publication
year

1985

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.58, No.12 (1985. 12) ,p.99- 103 

JaLC DOI
Abstract
Notes 判例研究
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19851228-0099

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
二
三
八
〕

判例研究

昭
五
九
3
　
（
撮
鵬
眠
縫
一
試
蜷
功
開
こ
充
恥
頁
）

　
代
表
取
締
役
の
職
務
執
行
停
止
及
ぴ
職
務
代
行
者
選
任
の
仮
処
分
が
さ

れ
た
場
合
に
そ
の
本
案
訴
訟
に
お
い
て
会
社
を
代
表
す
べ
き
者

　
訴
訟
代
理
人
解
任
無
効
確
認
請
求
事
件
（
昭
和
五
九
年
九
月
二
八
日
第
二
小
法

　
廷
判
決
）

　
　
X
は
、
昭
和
五
四
年
九
月
頃
、
株
式
会
社
Y
の
代
表
取
締
役
A
か
ら
東
京
地
裁

　
　
に
現
に
係
属
中
の
株
主
総
会
決
議
等
無
効
確
認
請
求
事
件
に
つ
き
訴
訟
代
理
を

　
委
任
さ
れ
、
同
月
一
七
目
の
第
一
回
口
頭
弁
論
期
日
以
降
Y
の
訴
訟
代
理
人
と

　
し
て
訴
訟
行
為
を
追
行
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
年
一
二
月
一
〇
日
に
至
り
、

　
右
訴
訟
を
本
案
と
す
る
代
表
取
締
役
等
職
務
執
行
停
止
、
同
代
行
者
選
任
等
仮

　
処
分
申
請
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
Y
の
代
表
取
締
役
A
の
職
務
執
行
を
停

　
止
し
、
そ
の
職
務
代
行
者
B
を
選
任
す
る
旨
の
仮
処
分
命
令
を
発
し
た
と
こ
ろ
、

　
B
は
、
X
に
対
し
昭
和
五
五
年
一
〇
月
二
五
日
本
件
委
任
契
約
を
解
約
す
る
旨

　
　
の
意
思
表
示
を
し
た
。
そ
こ
で
、
X
は
、
B
は
本
件
委
任
契
約
を
解
約
す
る
権

　
限
を
有
し
な
い
か
ら
右
解
約
の
意
思
表
示
は
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
本
訴
を

　
提
起
し
た
。
第
一
審
、
第
二
審
X
敗
訴
。
X
は
以
下
の
理
由
で
上
告
し
た
。
仮

　
処
分
の
性
質
上
、
仮
処
分
の
効
力
は
本
案
訴
訟
に
及
ば
な
い
か
ら
本
案
訴
訟
の

　
訴
訟
追
行
権
を
被
停
止
代
表
取
締
役
に
認
め
る
べ
き
で
あ
る
．
本
案
訴
訟
の
適

　
切
な
運
営
の
た
め
に
も
、
被
停
止
代
表
取
締
役
が
本
案
訴
訟
の
訴
訟
追
行
権
を

　
有
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
最
高
裁
は
以
下
の
如
く
判
示
し
た
。

「
株
主
総
会
に
お
け
る
取
締
役
選
任
決
議
の
無
効
確
認
請
求
訴
訟
を
本
案
と
す

る
取
締
役
の
職
務
執
行
停
止
、
職
務
代
行
者
選
任
の
仮
処
分
は
、
右
本
案
訴
訟

の
判
決
に
よ
り
確
定
的
な
解
決
が
さ
れ
る
ま
で
の
問
の
暫
定
措
置
と
し
て
、
当

該
取
締
役
の
職
務
の
執
行
を
停
止
し
、
こ
れ
を
代
行
す
る
者
を
選
任
す
る
仮
の

地
位
を
創
設
す
る
仮
処
分
で
あ
っ
て
、
右
仮
処
分
に
よ
り
職
務
の
執
行
を
停
止

さ
れ
た
取
締
役
が
代
表
取
締
役
で
あ
る
場
合
に
は
、
仮
処
分
に
別
段
の
定
め
の

な
い
限
り
、
右
代
表
取
締
役
は
会
社
代
表
権
の
行
使
を
含
む
一
切
の
職
務
執
行

か
ら
排
除
さ
れ
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
代
表
取
締
役
の
職
務
代
行
者
と
し
て
選
任

さ
れ
た
者
（
以
下
、
こ
の
者
を
「
代
表
取
締
役
職
務
代
行
者
」
と
い
う
。
）
が

会
社
代
表
者
と
し
て
会
社
の
常
務
に
属
す
る
一
切
の
職
務
を
行
う
べ
き
こ
と
と

な
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
当
該
仮
処
分
の
本
案
訴
訟
に
お
い
て
被
告
た

る
会
社
を
代
表
し
て
訴
訟
の
追
行
に
あ
た
る
者
も
右
代
表
取
締
役
職
務
代
行
者

で
あ
っ
て
職
務
の
執
行
を
停
止
さ
れ
た
代
表
取
締
役
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
株
主
総
会
の
取
締
役
選
任
決
議
の
無
効
確
認
請
求
訴

訟
は
、
会
社
の
株
主
総
会
決
議
の
効
力
自
体
を
争
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
性
質

上
会
社
の
み
が
被
告
と
な
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
当
該
取
締
役
個
人
は
、
右
訴

訟
の
結
果
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
そ
の
地
位
を
失
う
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
右

訴
訟
に
つ
ぎ
被
告
適
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
（
最
高
裁
判
所
昭
和
三
四
年

伽
第
二
五
〇
号
同
三
六
年
一
一
月
二
四
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
一
五
巻
一

〇
号
二
五
八
三
頁
参
照
）
、
代
表
取
締
役
が
右
訴
訟
の
追
行
に
あ
た
る
こ
と
が
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で
き
る
の
も
、
専
ら
会
社
の
代
表
機
関
た
る
地
位
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
代

表
取
締
役
個
人
の
権
利
な
い
し
利
益
に
基
づ
く
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

代
表
取
締
役
が
、
仮
処
分
に
よ
り
そ
の
職
務
の
執
行
を
停
止
さ
れ
な
が
ら
、
な

お
代
表
取
締
役
個
人
の
権
利
な
い
し
利
益
の
擁
護
の
た
め
に
会
社
代
表
者
た
る

資
格
に
お
い
て
右
訴
訟
の
追
行
に
あ
た
る
こ
と
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
べ
ぎ
理
由
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
し
て
も
、
職
務
の
執

行
を
停
止
さ
れ
た
代
表
取
締
役
は
、
本
案
訴
訟
に
い
わ
ゆ
る
共
同
訴
訟
的
補
助

参
加
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
（
最
高
裁
判
所
昭
和
四
二
年
㈲
第

八
六
七
号
同
四
五
年
一
月
二
二
日
第
一
小
法
廷
判
決
・
民
集
二
四
巻
一
号
一
頁

参
照
）
、
代
表
取
締
役
個
人
の
権
利
な
い
し
利
益
を
擁
護
す
る
途
に
欠
け
る
こ

と
に
な
る
と
は
い
え
な
い
し
、
ま
た
、
右
仮
処
分
の
本
案
訴
訟
に
お
い
て
何
人

が
被
告
た
る
会
社
を
代
表
し
て
訴
訟
の
追
行
に
あ
た
る
権
限
を
有
す
る
か
は
、

本
案
の
請
求
の
当
否
と
は
別
個
の
手
続
上
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
仮
処
分
に
よ

り
職
務
の
執
行
を
停
止
さ
れ
た
代
表
取
締
役
は
以
後
当
該
仮
処
分
の
効
力
と
し

て
右
権
限
を
行
使
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
と
い
っ
て
、
右
仮
処
分
に
お
け

る
判
断
が
本
案
の
請
求
の
判
断
に
影
響
を
及
ぽ
し
た
こ
と
に
な
る
わ
け
の
も
の

で
は
な
い
．
」

ー
棄
却

　
判
旨
賛
成
、
た
だ
し
一
部
疑
問
が
あ
る
．

輔
　
代
表
取
締
役
の
職
務
執
行
停
止
・
代
行
者
選
任
の
仮
処
分
が
な
さ
れ

た
場
合
に
、
本
案
訴
訟
で
会
社
を
代
表
す
る
の
は
誰
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
は
か
ね
て
か
ら
議
論
が
あ
っ
た
。
実
務
上
は
だ
い
た
い
職
務
代
行
者

が
会
社
を
代
表
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
最
高
裁

と
し
て
初
め
て
判
断
を
示
し
、
実
務
の
取
扱
い
を
追
認
し
た
の
が
本
件
で

あ
る
。

　
ま
ず
、
仮
処
分
の
効
力
の
問
題
に
つ
い
て
、
次
に
会
社
代
表
者
の
問
題

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

二
　
仮
処
分
の
効
力
に
つ
い
て
。
X
は
、
仮
処
分
の
性
質
上
、
仮
処
分
の

効
力
は
本
案
訴
訟
に
及
ば
な
い
か
ら
本
案
訴
訟
の
訴
訟
追
行
権
を
被
停
止

代
表
取
締
役
に
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
仮
処
分
の
一
般
的

性
質
た
る
仮
定
性
・
暫
定
性
の
た
め
に
仮
処
分
決
定
に
表
示
さ
れ
た
判
断

は
本
案
訴
訟
に
お
け
る
請
求
の
当
否
に
関
す
る
判
断
を
拘
束
す
る
と
い
う

効
力
を
有
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
X
の
主
張
に
賛
成
で

　
（
1
）

き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
案
訴
訟
で
誰
が
会
社
代
表
者
と
な
る
か
と
い

う
こ
と
は
、
本
案
の
請
求
の
当
否
と
は
別
の
手
続
上
の
問
題
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
仮
処
分
に
よ
り
職
務
執
行
を
停
止
さ
れ
た
代
表
取
締
役
が
以
後
当

該
仮
処
分
の
効
力
と
し
て
権
限
を
行
使
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
て
も
、
そ

れ
は
仮
処
分
に
お
け
る
判
断
が
本
案
の
請
求
の
判
断
に
影
響
を
及
ぽ
し
た

こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は

判
旨
に
賛
成
で
あ
る
。

三
　
会
社
代
表
者
の
問
題
に
つ
い
て
。
実
務
は
．
職
務
代
行
者
が
会
社
を

代
表
す
る
も
の
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
こ
と
（
職
務
代
行
者
説
）
は
前
述
し

　
（
2
）

た
が
、
被
停
止
代
表
取
締
役
が
会
社
を
代
表
す
る
（
被
停
止
代
表
取
締
役
説
）

と
す
る
裁
判
例
も
皆
無
で
は
な
い
。
下
級
審
で
は
あ
る
が
、
「
仮
処
分
命

令
に
よ
り
そ
の
職
務
の
執
行
の
停
止
せ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
性
質
上
、
当

該
仮
処
分
（
こ
れ
に
対
す
る
異
議
の
申
立
、
特
別
事
情
に
よ
る
取
消
の
申
立
、
控

訴
の
提
起
等
）
及
び
そ
の
本
案
訴
訟
以
外
の
も
の
に
限
ら
れ
、
そ
の
執
行
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停
止
の
効
果
及
び
こ
れ
が
補
充
と
し
て
仮
り
に
為
さ
れ
た
代
行
者
選
任
の

効
果
は
、
右
仮
処
分
の
当
否
を
決
す
る
訴
訟
及
び
そ
の
本
案
訴
訟
（
こ
れ

に
対
し
て
は
、
仮
処
分
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
法
律
状
態
は
、
あ
く
ま
で
も
仮
定
的

の
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
訴
訟
の
前
提
た
る
既
定
事
実
た
り
得
な
い
）
の

訴
訟
追
行
に
つ
い
て
は
、
当
然
の
事
実
と
し
て
取
扱
い
得
な
い
も
の
と
解

　
　
　
　
（
3
）

す
る
の
を
相
当
」
と
す
る
も
の
や
、
仮
処
分
決
定
自
体
の
当
否
を
争
う
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

め
に
会
社
代
表
者
と
し
て
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
で
き
る
、
と
す
る

も
の
が
あ
る
。

　
次
に
、
学
説
を
検
討
す
る
。
職
務
代
行
者
説
は
、
以
下
の
事
由
を
論
拠

と
す
る
。
「
仮
処
分
に
よ
り
職
務
執
行
権
を
付
与
さ
れ
た
職
務
代
行
者
で

あ
っ
て
も
、
暫
定
的
に
せ
よ
会
社
の
業
務
執
行
権
（
し
た
が
っ
て
会
社
代
表

権
）
を
完
全
に
享
有
し
、
そ
の
反
面
に
お
い
て
職
務
の
執
行
を
停
止
さ
れ

た
取
締
役
は
会
社
の
業
務
執
行
権
（
し
た
が
っ
て
会
社
代
表
権
）
を
失
う
の

で
あ
る
か
ら
、
理
論
上
よ
り
す
る
と
き
は
、
そ
の
仮
処
分
ま
た
は
そ
の
本

案
に
お
い
て
も
会
社
を
代
表
す
る
者
は
、
職
務
代
行
者
で
あ
っ
て
そ
の
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

務
の
執
行
を
停
止
さ
れ
た
取
締
役
で
は
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
」

ま
た
、
各
訴
訟
追
行
費
用
等
を
め
ぐ
り
職
務
代
行
者
と
被
停
止
代
表
取
締

役
の
間
に
紛
争
が
生
ず
る
恐
れ
の
あ
る
こ
と
、
本
案
訴
訟
に
つ
い
て
は
被

停
止
取
締
役
の
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
被
停
止
代

表
取
締
役
を
会
社
の
代
表
老
と
し
た
場
合
と
ほ
ぽ
同
様
の
効
果
を
期
待
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ぎ
る
こ
と
、
を
も
挙
げ
る
。
こ
の
説
に
対
し
て
は
、
仮
処
分
手
続
の
面
か

ら
み
て
も
、
元
来
仮
処
分
は
必
要
に
し
て
十
分
な
限
度
に
と
ど
め
る
べ
き

も
の
で
あ
る
が
、
代
表
取
締
役
の
職
務
執
行
停
止
及
び
職
務
代
行
者
選
任

の
仮
処
分
が
さ
れ
、
そ
の
本
案
訴
訟
に
お
い
て
会
社
が
被
告
に
な
っ
て
い

る
場
合
に
ま
で
職
務
代
行
者
を
し
て
会
社
を
代
表
さ
せ
被
代
行
者
の
代
表

権
を
停
止
す
る
こ
と
は
そ
の
限
度
を
逸
脱
し
て
い
る
、
と
い
う
批
判
が
あ

（
7
）

る
。　

次
に
、
被
停
止
代
表
取
締
役
説
は
以
下
の
如
く
主
張
す
る
．
「
こ
の
種

仮
処
分
の
趣
旨
は
被
代
行
者
の
地
位
の
得
喪
に
関
す
る
紛
争
の
解
決
ま
で

被
代
行
者
を
会
社
の
代
表
取
締
役
と
し
て
の
職
務
執
行
者
と
し
て
お
く
こ

と
は
会
社
に
不
測
の
損
害
を
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
暫
時
そ
の
職
務

を
停
止
す
る
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
地
位
の
得
喪
自
体
に
関

す
る
訴
訟
に
お
い
て
会
社
を
代
表
さ
せ
て
お
く
こ
と
は
仮
処
分
の
右
の
趣

旨
と
反
す
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
む
し
ろ
仮
処
分
の
内
容
上
当
然
に
予
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
。
ま
た
、
紛
争
の
真
の
相
手
方
で
あ
る
被

停
止
代
表
取
締
役
に
攻
撃
防
禦
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
そ
の
者
の
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

を
保
護
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
職
務
代
行
者
で
は
充
実
し
た
訴
訟

追
行
が
期
待
で
き
な
い
と
す
る
論
者
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
実
務
上
の

経
験
に
よ
れ
ば
、
代
行
者
は
法
廷
に
お
い
て
係
争
決
議
が
適
法
・
有
効
に

成
立
し
た
こ
と
の
主
張
・
立
証
を
な
し
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
決
議
不
存

在
確
認
訴
訟
に
お
い
て
は
主
張
・
立
証
責
任
を
つ
く
さ
な
い
こ
と
に
も
な

る
。
ま
た
、
株
主
総
会
や
取
締
役
会
の
議
事
録
が
書
証
と
し
て
提
出
さ
れ

た
場
合
に
も
、
そ
の
認
否
が
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
遠
慮
す
る
と
い
う

仕
儀
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
攻
撃
防
禦
は
被
告
た
る
代
行
者
の
頭
上
を
超

え
て
、
原
告
と
補
助
参
加
人
（
補
助
参
加
し
た
被
停
止
代
表
取
締
役
・
筆
者
注
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

と
の
間
で
行
な
わ
れ
る
と
い
う
奇
態
を
呈
す
る
」
と
。
こ
の
説
に
対
し
て
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は
、
仮
処
分
の
効
力
は
、
そ
の
趣
旨
・
目
的
か
ら
し
て
必
要
に
し
て
十
分

な
範
囲
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
右
の
理
由
だ
け
で
は
被
停
止
代
表

取
締
役
の
訴
訟
追
行
が
会
社
に
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
か
否
か
を

事
案
ご
と
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
そ
れ
は
会
社
法
上
の
画

一
的
な
取
扱
い
の
要
請
に
反
す
る
、
ま
た
、
定
款
で
社
長
お
よ
び
副
社
長

を
代
表
取
締
役
と
定
め
て
い
る
場
合
に
、
代
表
取
締
役
で
あ
る
副
社
長
の

職
務
執
行
停
止
・
職
務
代
行
者
選
任
の
仮
処
分
が
な
さ
れ
た
と
き
、
本
案

訴
訟
等
で
会
社
を
代
表
す
る
の
は
、
当
然
、
社
長
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
す

る
と
、
被
停
止
代
表
取
締
役
説
に
い
う
、
直
接
的
・
実
質
的
な
利
害
関
係

を
有
す
る
者
（
副
社
長
）
を
会
社
代
表
者
に
す
べ
し
と
い
う
主
張
は
、
こ

の
場
合
貫
徹
さ
れ
え
な
い
こ
と
と
な
る
、
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
く
直
接
的

な
い
し
実
質
的
な
利
害
関
係
を
有
す
る
取
締
役
で
あ
り
な
が
ら
、
役
付
き

の
相
違
に
よ
っ
て
訴
訟
法
上
異
な
っ
た
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
の
は
片
手
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

ち
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
被
停
止
代
表
取
締
役
説
は
、

こ
の
種
仮
処
分
ま
た
は
そ
の
本
訴
が
取
締
役
の
会
社
代
表
権
を
め
ぐ
る
争

で
あ
る
と
み
た
と
こ
ろ
に
誤
ま
り
が
あ
る
．
株
主
総
会
決
議
の
取
消
、
無

効
ま
た
は
不
存
在
確
認
の
訴
ま
た
は
こ
れ
を
本
訴
と
す
る
取
締
役
の
職
務

執
行
停
止
の
仮
処
分
は
、
会
社
の
取
締
役
選
任
行
為
の
前
提
要
件
た
る
株

主
総
会
の
決
議
の
効
力
を
め
ぐ
る
争
で
あ
っ
て
、
取
締
役
選
任
行
為
の
効

力
を
め
ぐ
る
争
で
は
な
い
。
取
締
役
選
任
行
為
の
効
力
が
争
わ
れ
る
場
合

は
、
こ
れ
を
も
っ
て
取
締
役
の
会
社
代
表
権
を
め
ぐ
る
争
と
い
う
こ
と
は

で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
提
た
る
株
主
総
会
の
決
議
の
効
力
が
争
わ
れ

る
場
合
は
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
も
会
社
代
表
権
を
め
ぐ
る
争

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
指
摘
す
る
論
者
も
い
る
．

四
　
以
上
の
よ
う
な
学
説
を
概
観
し
て
気
付
く
こ
と
は
、
両
説
が
そ
の
前

提
と
し
て
把
握
し
て
い
る
紛
争
の
形
態
が
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
職
務
代
行
者
説
は
、
被
停
止
代
表
取
締
役
説
へ
の
批
判
の
な

か
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
紛
争
を
株
主
総
会
の
決
議
の
効
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
、
論
者
が
頭
の
な
か
で

描
い
て
い
る
会
社
と
は
、
会
社
法
に
従
っ
た
、
こ
れ
に
規
制
さ
れ
た
、
会

社
と
い
う
存
在
と
取
締
役
個
人
と
い
う
存
在
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

い
わ
ゆ
る
大
会
社
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
会
社
を
前
提
と
し
て
考
え

る
の
な
ら
ば
、
職
務
代
行
者
説
の
論
拠
、
被
停
止
代
表
取
締
役
説
へ
の
批

判
に
は
充
分
納
得
で
き
る
も
の
が
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
被
停
止
代
表
取
締
役
説
が
前
提
と
し
て
い
る
会
社
と
は
、

会
社
法
上
の
会
社
で
は
あ
る
が
、
そ
の
規
定
を
完
全
に
遵
守
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
、
我
が
国
で
株
式
会
社
中
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
小
会
社
・

個
人
企
業
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
会
社
で
は
会
社
す
な
わ
ち

代
表
取
締
役
で
あ
る
こ
と
が
多
い
．
こ
の
場
面
で
は
、
紛
争
の
本
質
は
ま

さ
し
く
会
社
経
営
権
・
会
社
支
配
権
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
。
こ
の
争
い

を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
被
停
止
代
表
取
締
役
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

代
表
取
締
役
自
身
に
訴
訟
追
行
権
限
を
認
め
た
方
が
具
体
的
に
も
妥
当
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
．
「
自
己
の
権
利
の
得
喪
を
目
的
と
す
る
訴
訟
に
お
い

て
、
み
ず
か
ら
こ
れ
を
争
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
争
訟
の
大
原
則
に
反

　
　
　
　
　
（
焉
）

す
る
」
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
、
適
用
場
面
を
区
別
し
て
考
え
る
の
な
ら
ば
、
両
説
と
も
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そ
れ
ぞ
れ
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
ら
ば
、
適
用
場
面
ご
と
に
、
す
な

わ
ち
当
該
会
社
が
大
会
社
か
小
会
社
か
に
応
じ
て
、
取
扱
い
を
異
に
す
る

べ
ぎ
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
仮
処
分
命
令
を
発
す
る
際
に
、
当
該
会

社
が
大
会
社
で
あ
れ
ば
従
来
通
り
全
面
的
に
代
表
取
締
役
の
職
務
執
行
を

停
止
す
る
も
の
と
し
、
小
会
社
で
あ
れ
ば
、
被
停
止
代
表
取
締
役
説
の
指

摘
を
尊
重
し
て
、
仮
処
分
命
令
に
「
職
務
執
行
を
停
止
す
る
。
た
だ
し
、

訴
訟
追
行
権
限
は
代
表
取
締
役
に
留
保
す
る
」
と
の
制
限
を
設
け
る
の
で

あ
る
。

　
判
旨
中
の
「
仮
処
分
に
別
段
の
定
め
な
い
限
り
」
と
い
う
文
言
が
、
こ

の
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
判
旨
に
は
賛
成
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
現
状
で
は
、
こ
の
種
仮
処
分
が
問
題
と
な
る
の
は
大
部
分
小

会
社
に
お
い
て
で
あ
り
、
詳
し
い
事
実
関
係
が
不
明
の
た
め
断
定
は
で
き

な
い
が
、
本
件
も
、
や
は
り
被
告
会
社
は
小
会
社
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
己
の
権
利
を
守
る
た
め

代
表
取
締
役
に
こ
そ
訴
訟
追
行
権
限
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
職
務
代
行

者
に
訴
訟
追
行
権
限
あ
り
と
す
る
判
旨
の
結
論
に
は
反
対
で
あ
る
。
こ
の

点
、
疑
問
が
あ
る
。

　
（
1
）
　
中
森
・
原
判
決
評
釈
・
判
例
時
報
一
〇
八
八
号
二
二
三
頁
、
な
お
、
中
森

　
　
教
授
は
原
判
決
に
賛
成
せ
ら
れ
る
。

　
（
2
）
　
岡
垣
「
仮
処
分
に
よ
る
取
締
役
職
務
代
行
者
の
権
限
」
実
務
民
事
訴
訟
講

　
　
座
5
一
二
五
頁
。

　
（
3
）
　
大
阪
高
判
昭
三
七
・
四
・
二
七
下
民
集
二
二
巻
四
号
二
七
五
頁
。

　
（
4
）
　
京
都
地
判
昭
三
六
・
八
・
一
五
下
民
集
一
二
巻
八
号
七
六
頁
、
そ
の
他
、

　
　
東
地
判
昭
二
・
九
・
六
法
律
新
報
一
三
二
号
二
〇
頁
。

（
5
）
　
長
谷
部
・
裁
判
会
社
法
二
三
一
頁
、
新
堂
「
仮
処
分
」
経
営
法
学
全
集
1
9

　
一
四
五
頁
。

（
6
）
　
広
田
「
仮
差
押
・
仮
処
分
」
実
務
法
律
体
系
五
五
三
頁
。

（
7
）
　
岡
垣
・
前
掲
・
一
二
六
頁
．

（
8
）
　
吉
川
「
仮
処
分
に
よ
る
取
締
役
代
行
者
に
関
す
る
若
干
の
問
題
点
」
裁
判

　と

法
ω
三
二
三
頁
、
同
旨
、
竹
下
「
取
締
役
の
職
務
執
行
停
止
と
職
務
代
行
行

為
」
新
商
法
演
習
2
八
六
頁
、
西
山
・
保
全
処
分
概
論
三
七
五
頁
、
岡
垣
・
前

掲
・
二
蓋
頁
、
田
中
誠
二
・
会
社
法
詳
論
の
四
四
七
頁
（
異
議
事
件
に
つ
い

て
）
、
松
田
・
会
社
法
概
論
二
三
〇
頁
（
異
議
事
件
に
つ
い
て
）
。

（
9
）
　
宮
川
「
仮
処
分
に
よ
る
代
行
取
締
役
の
地
位
」
会
社
と
訴
訟
ω
四
一
四
頁
、

西
山
・
前
掲
・
三
七
五
頁
、
岡
垣
・
前
掲
・
一
二
六
頁
、
竹
下
・
前
掲
・
八
六

頁
、
中
森
・
前
掲
・
二
二
二
頁
。

　　　　　　　　　　　　　
14　13　12　11　10
）　　）　　）　　）　　）

西
山
・
前
掲
・
三
七
六
頁
。

中
森
・
前
掲
・
二
二
二
頁
。

長
谷
部
・
前
掲
・
二
三
三
頁
。

長
谷
部
・
前
掲
・
二
三
三
頁
。

大
会
社
・
小
会
社
の
区
別
は
、

株
主
の
数
・
資
本
額
等
を
参
考
に
し
て
、

会
社
す
な
わ
ち
代
表
取
締
役
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
し
た
が
っ
て

決
定
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
長
谷
部
・
前
掲
・
二
一
一

二
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
池
　
順
幽
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